


準備する証明書

令和４年度の課税(非)証明書 ※コピー不可

令和５年度の課税(非)証明書 ※コピー不可

建設連合国民健康保険組合 東京都支部　　　　　　　

〒140-0013　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

東京都品川区南大井6-13-5　新開発ビル202

　TEL03-6271-6055／FAX03-6271-6076　

【注意事項】

マイナンバーが必要な申請書類は、書留等記録が残る郵送方法で送付をお願い致します。

同封の返信用封筒は普通郵便扱いとなりますので、マイナンバーが必要な申請書類を送付する場合は書留等の追

加料金分を加算の上ご郵送下さい。万が一、普通郵便にて送付され、到着までに紛失・盗難等発生した場合は責任

を負いかねますので予めご承知おき下さい。

対象の診察月

令和４年８月～令和５年７月

令和５年８月～令和６年７月

　　※限度額適用認定証は1年間（8月～翌年7月）の有効期限があります。期間毎の申請をお願いいたします。

　　※限度額適用認定証は4回目以降の使用については自己負担額が引き下がります。

■下記の方は申請が不要です

　　　◎　70歳以上で課税所得が６９０万円以上の方が一人でもいる場合
　　　◎　70歳以上で課税所得１４５万円未満の場合、もしくは旧ただし書き所得の合計が２１０万円以下の場合

■お急ぎの方は電話連絡の上、先に東京都支部へＦＡＸを送ってください！

　　　ＦＡＸする書類…＊限度額適用認定申請書(個人番号を書かないでください) ＋ ＊所得が分かる書類

　　　→ＦＡＸ後に個人番号を記入し、添付書類①～③を郵送で東京都支部に郵送してください。

　　　③ 所得が分かる書類（市町村が発行する課税（非）課税証明書等）の原本
　　　　　→必要有無は支部にお問い合わせください。

　　16歳未満のご家族分は、同封の｢所得に関する申請書｣を保護者様にてご記入ください。

　　最終的に確認ができない場合は、所得が一番高い区分として判定されます

　　※＜所得が分かる書類の添付が必要な方＞について

　　　申請には本来「加入している方全員の所得の確認」が必要です。

　　　現在は国保組合（本部）でマイナンバーを用いて市区町村から所得情報を取得するため、

　　　「所得が分かる書類」の添付を省略することができます。ただし、情報未取得の被保険者は役所で

　　　課税証明書等の取得または所得に関する申請書を添付する必要があります。

【連絡事項】申込用紙と一緒に書類を提出してください

■限度額適用認定申請書（これから精算する金額が高額になる場合の事前申請用です）

別紙「医療費が高額になる方へ」をよくお読みください。

■添付書類

　　　① 記入した個人番号の確認書類　※窓口の場合は提示、郵送の場合はコピーを入れてください

　　　② 組合員の身分証明書　※窓口の場合は提示、郵送の場合は写真付きのコピーを入れてください




